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（０７５）４１５－８２９１（直通） 

 

有価証券報告書の訂正報告書の提出について  

 

当社は、第14期（自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日）の有価証券報告書の訂正報告書を近畿財務局に提出いた

しましたのでお知らせいたします。  

今後は、このような誤りが起こらないよう、社内体制の整備・強化に努めてまいります。  

 

記  

２【訂正事項】 
 第一部 企業情報 
 第4 提出会社の状況 
  ３ 配当政策 

 

３【訂正箇所】 
 訂正箇所は    を付して表示しております。 
第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

   ３ 配当政策 

 

（訂正前） 

 当社は、株主各位に対し利益還元を継続して行うことを経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配当に

関しましては、財務体質の強化と内部留保の充実を考慮した上で、将来の事業拡大を総合的に勘案し、適切に実施して

いく方針であります。 

 当期の配当につきましては、上記方針にもとづき、１株につき2,000円の配当を実施することを決定いたしました。 

 当社は「取締役会の決議により、毎年１月31日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めてお

ります。 

 内部留保資金につきましては、経営体質の強化に備えるとともに、今後の事業展開に活用してまいりたいと考えてお

ります。 

 

（訂正後） 

 当社は、株主各位に対し利益還元を継続して行うことを経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配当に

関しましては、財務体質の強化と内部留保の充実を考慮した上で、将来の事業拡大を総合的に勘案し、適切に実施して

いく方針であります。 

 当社は、株主総会決議による年１回の期末配当を基本的な方針としております。なお、当社は、取締役会の決議によ

って、会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。 

当期の配当につきましては、上記方針にもとづき、１株につき2,000円の配当を実施することを決定いたしました。 

 内部留保資金につきましては、経営体質の強化に備えるとともに、今後の事業展開に活用してまいりたいと考えてお

ります。 

以上 

 


